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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成24年６月18日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】

第一部　証券情報

　第３　第三者割当の場合の特記事項

　　６　大規模な第三者割当の必要性 

　　　(2）当該資金調達の方法を選択した理由

　　　　②　新株予約権付社債

　 

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿線で示しております。

　

第一部【証券情報】

　第３【第三者割当の場合の特記事項】

　　６【大規模な第三者割当の必要性】 
　　　(2）当該資金調達の方法を選択した理由

　　　　②　新株予約権付社債　

　

（訂正前）

（前略）　

　　　　（本新株予約権付社債振替対象債権） 

　　　　　イ．金銭債権　

（注３）インデックス社との上記主要対象原債権は以下の通りです。 

項目 借入日 弁済期日 借入金額（円） 利率 残高（円）

準金銭消費貸借契約 平成23年３月31日平成23年２月29日 418,755,0008.5％ 253,454,500

金銭消費貸借契約 平成23年８月31日平成24年２月29日 55,000,0003.0％ 55,000,000

金銭消費貸借契約 平成23年８月31日平成23年２月29日 50,000,0004.5％ 50,000,000

金銭消費貸借契約 平成22年10月14日平成24年２月29日 60,000,0004.5％ 60,000,000

金銭消費貸借契約 平成24年１月５日平成24年２月29日 15,000,0004.5％ 15,000,000

金銭消費貸借契約 平成23年５月27日平成24年２月29日 89,200,0000.03％ 29,200,000

金銭消費貸借契約 平成23年５月27日平成24年２月29日 80,000,0000.03％ 20,000,000

　

（訂正後）

（前略）　

　　　　（本新株予約権付社債振替対象債権） 

　　　　　イ．金銭債権　

（注３）インデックス社との上記主要対象原債権は以下の通りです。 

項目 借入日 弁済期日 借入金額（円） 利率 残高（円）

準金銭消費貸借契約 平成23年３月31日平成24年２月29日 418,755,0008.5％ 253,454,500

金銭消費貸借契約 平成23年８月31日平成24年２月29日 55,000,0003.0％ 55,000,000

金銭消費貸借契約 平成23年８月31日平成24年２月29日 50,000,0004.5％ 50,000,000

金銭消費貸借契約 平成22年10月14日平成24年２月29日 60,000,0004.5％ 60,000,000

金銭消費貸借契約 平成24年１月５日平成24年２月29日 15,000,0004.5％ 15,000,000

金銭消費貸借契約 平成23年５月27日平成24年２月29日 89,200,0000.03％ 29,200,000

金銭消費貸借契約 平成23年５月27日平成24年２月29日 80,000,0000.03％ 20,000,000
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